
13　広報西ノ島 2月号

お知らせ

　　　　　隠岐航路運賃助成を受けることができます！準住民の
方も

１．準住民とは

　西ノ島町に住民票がある方が扶養し、町外に居住している小・中・高・大学等に通う児童・生徒

２．助成対象航路

　隠岐汽船株式会社が運航する航路で、隠岐郡内の各港間及び隠岐－本土間

３．隠岐航路運賃助成対象者（準住民）証明書の発行に必要なもの

　①隠岐航路運賃助成対象者（準住民）証明書発行申請書　　※役場企画財政課にあります。

　②申請者の学生証の写し又は、在学証明書

　③西ノ島町に住民票がある方に扶養されていることが分かるもの（健康保険証の写し等）

４．証明書の発行場所

　西ノ島町役場　企画財政課（０８５１４ - ６ - ０１０５）

令和 4年 1月 1日から、燃油価格の高騰等により、
隠岐航路旅客運賃が改定されましたが、

助成後の窓口でのご負担に変更はございません。

　平成 29 年 4 月 1 日より、国の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離
島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行に伴い、隠岐郡４町村

（西ノ島町・海士町・知夫村・隠岐の島町）において、隠岐 - 本土間の航路・
航空路の運賃助成を実施しています。この助成は、準住民の方も対象となりま
すので、以下の条件を満たす方は、役場企画財政課で手続きをしてください。

令和　　年　　月　　日

お問い合わせ先：西ノ島町役場 企画財政課（電話：08514 - 6 - 0105）

代表：田口 有満
隠岐郡西ノ島町大字美田 3196-3

08514-6-1533
090-3172-6972

令和4年
1 月
業務開始

　　   回りの修理
ご相談ください！

　　   回りの修理
ご相談ください！
水
上下水道設備工事、
水回りのトラブルなど、
お気軽のお電話ください。

田口水道

←ダウンロードはこちら！
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所得税及び住民税（個人の町県民税）
申告相談日程について

※ 申告受付期間：令和４年２月１６日（水）～３月１５日（火）【 但し３月１５日は１２時まで 】
※ 収支内訳書や医療費控除の明細書等は、事前に作成しておいてください。

申告相談ではマイナンバーカードの出張申請も同時に行いますので、まだマイナンバーカードを
持っていない方で作りたいとお考えの方は是非お近くの申告会場へお越しください。

申告会場へは、個人番号カード・印鑑・本人確認書類・源泉徴収票・事業収
支の明細・各種保険料控除証明書など、必要な物をご持参ください。

月　日 地　区 場　所 時　間
2月 16日（水）

3月15日（火）
※土・日・祝日を除く

全地区 役 場
（町民課窓口）

午前８：３０～１２：００
午後１：００～　５：００

※３月１５日（火）は１２：００まで

※２月１６日～２４日までの期間で役場（町民課窓口）に来庁された方は担当者不在のため書類の受け取りのみとなります。

２月１６日（水）
倉ノ谷 高齢者活性化センター 午前９：００～１１：００

宇　賀 宇 賀 集 会 所 午後１：３０～　３：００

２月１７日（木）
物　井 物 井 公 会 堂 午前９：００～１１：００

大　山 大 山 会 館 午後１：３０～　３：００

２月１８日（金）
珍　崎 珍 崎 公 民 館 午前９：００～１１：００

三　度 三度もーもー館 午後１：３０～　３：００

２月２１日（月） 別府・美田尻 黒 木 公 民 館
（会議室）

午前９：００～１２：００
午後１：３０～　４：００

２月２２日（火）
大津・市部 大 津 集 会 所 午前９：００～１２：００

波　止 波 止 公 会 堂 午後１：３０～　３：００

２月２４日（木）
船越・小向 船 越 公 会 堂 午前９：００～１２：００

赤ノ江 赤ノ江公民館 午後１：３０～　３：００

３月　２日（水） 全地区
※事前予約制

中 央 公 民 館
（ノア） 午前１０：００～午後４：００

３月　３日（木） 全地区
※事前予約制

中 央 公 民 館
（ノア） 午前　９：００～午後３：００

●申し込み順にご希望の日程、お時間をお聞きしますので、当日はご予約された時間に会場へお越しください。
●予約のない場合も受付いたしますが、事前予約の方を優先いたします。
●来場の際にはマスク着用、検温の実施及び手指消毒にご協力をお願いします。
　なお３７．５度以上の発熱がある場合は、入場をお断りさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場内で密集しないよう、中央公民館（ノア）
で行う３月２日及び３日の税務署による申告相談は   事前予約制   となりました。

予約お申込み先：役場町民課（６－０１０３）
事前予約制

〜
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